
登別市遠距離通学児童及び生徒通学費補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

１ この要綱は、登別市立小学校及び登別市立中学校に在学し、交通機関を利用して

通学する児童及び生徒の通学費（要保護児童及び生徒に係る通学費を除く。）に対

し、その全部又は一部を補助することに関して必要な事項を定めるものとする。 

（補助の対象） 

２ 補助の対象は、正規の交通機関があり、これを利用して通学する地域から通学す

る児童及び生徒であって、３か月定期券代金の１か月所要額が小学生の場合２，７

００円以上、中学生の場合５，２００円以上となる地域から通学するものとする。

ただし、次の各号に掲げる地域で教育長が必要と認めた地域から通学する児童及び

生徒については補助の対象とすることができる。 

（１）交通量の多い路線で、かつ、歩道と車道の区別がない路線を通学する地域 

（２）交通量の多い路線で、かつ、交通安全又は防犯上危険な個所のある路線を通学

する地域 

（補助金の額） 

３ 補助金の額は、次の各号に定める額（以下「基礎額」という。）を超える額とす

る。ただし、登別中学校に通学する生徒のうち、登別温泉町、上登別町及びカルル

ス町から通学するものについては、２，３４０円を超えた額とし、中登別町の一部

の地区から通学するものについては、１，９９０円を超えた額とし、緑陽中学校へ

通学する生徒については、１１月から翌年の３月までの期間に限り、基礎額から５

００円を減じた額を基礎額とみなし、当該基礎額を超えた額を補助する。 

（１）第２項本文に該当する児童及び生徒に係る基礎額 

ア 小学生１人の世帯 ２，７００円 

イ 小学生２人以上の世帯 ３，９００円 

ウ 中学生１人の世帯 ５，２００円 

エ 小学生１人以上中学生１人の世帯 ６，６００円 

オ 小学生１人以上中学生２人以上の世帯 ７，４００円 

（２）第２項ただし書に該当する児童及び生徒に係る基礎額 

ア 小学生１人の世帯 １，８８０円 

イ 小学生２人以上の世帯 ２，９００円 

ウ 中学生１人の世帯 ３，７４０円 

エ 小学生１人以上中学生１人の世帯 ４，９２０円 

オ 小学生１人以上中学生２人以上の世帯 ５，８４０円 

（交付の時期） 

４ 補助金は、次の各号に掲げる区分により交付する。 

（１）４月分から６月分まで ４月中旬 

（２）７月分から９月分まで ７月上旬 



（３）１０月分から１２月分まで １０月上旬 

（４）１月分から３月分まで １月中旬 

（その他） 

５ 通学費の補助に関し、必要な書類及び支給方法については、要保護及び準要保護

児童、生徒に対する就学援助費に係る事務処理要領について（昭和３９年文初財第

２１号）に基づき行うものとし、その他必要な事項は、教育長が定める。 

 

附 則（昭和５０年教委訓令第２号） 

この要綱は、公布の日から施行し、昭和５０年７月１日から適用する。 

附 則（昭和５１年教委訓令第１号） 

１ この要綱は、公布の日から施行し、昭和５１年１０月１日から適用する。 

２ この要綱による改正後の登別市遠距離通学児童、生徒補助金交付要綱第３項第２

号の規定については、カルルス町及び上登別町地区在住の児童、生徒に限り、昭和

５２年４月１日から適用し、昭和５２年３月３１日まではなお従前の例による。 

附 則（昭和５３年教委訓令第１号） 

この要綱は、公布の日から施行し、昭和５３年１０月１日から適用する。 

附 則（昭和５５年教委訓令第１号） 

この要綱は、昭和５５年１０月１日から施行する。 

附 則（昭和５７年教委訓令第１号） 

１ この要綱は、昭和５７年４月１日から施行する。 

２ この要綱による改正後の登別市遠距離通学児童、生徒補助金交付要綱第３項第２

号の規定については、カルルス町から登別温泉小、中学校へ通学する児童、生徒の

世帯に限り、中学生のみの世帯とみなして適用する。 

附 則（昭和５７年教委訓令第２号） 

この要綱は、公布の日から施行し、昭和５７年１０月１日から適用する。 

附 則（昭和５８年教委訓令第４号） 

この訓令は、公布の日から施行し、昭和５８年４月１日から適用する。 

附 則（昭和５９年教委訓令第１号） 

１ この要綱は、公布の日から施行し、昭和５９年４月１日から適用する。 

２ この要綱による改正後の登別市遠距離通学児童、生徒補助金交付要綱第３項の規

定について基礎額をこえる金額が１００円未満の場合は１００円とする。 

附 則（昭和６１年教委訓令第１号） 

この訓令は、公布の日から施行する。 

附 則（平成１６年教委訓令第１号） 

この訓令は、平成１６年４月１日から施行する。 

附 則（平成１９年教委訓令第１号） 

この訓令は、平成１９年４月１日から施行する。 


